
インフルエンザ感染症 岐阜市立本荘中学校

（出席停止期間の基準） 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日（幼児にあつては、三日）を経過するまで。

＊ 発症日（発熱症状等）は０日目と数える。

＊

発症 ←　　　　発　症　後　５　日　間　　　　→

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目

発症後１日目に解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

発症後２日目に解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

発症後３日目に解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

発症後４日目に解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

発症後５日目に解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

私の出席停止期間は ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

※

新型コロナウイルス感染症

（出席停止期間の基準） 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。

＊ 発症日（発熱症状等）は０日目と数える。

＊

例 発症

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ～１０日目

発症後１日目に症状軽快
軽快後
１日目

発症後２日目に症状軽快
軽快後
１日目

発症後３日目に症状軽快
軽快後
１日目

発症後４日目に症状軽快
軽快後
１日目

発症後５日目に症状軽快
軽快後
１日目

私の出席停止期間は ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

※ 症状軽快とは、解熱剤を 使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す

※ 出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの 着用を推奨する

←　　　　発　症　後　５　日　間　　　　→ 発症後５日間を経過

”発症日の翌日から５日を経過する”ことと、”解熱（熱が下がった）日の翌日から２日
を経過する”ことの両方の条件を満たす必要がある。

例
発症後５日間を経過

インフルエンザウイルス感染症において「発症」とは、一般的に「発熱」を指します。
しかし、「発熱」がないにも関わらずインフルエンザと診断された場合は、インフルエンザにみられるような
何らかの症状がみられた日を「発症」とします。

”発症日の翌日から５日を経過する”ことと、”症状が軽快した日の翌日を経過する”こ
との両方の条件を満たす必要がある。
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